
証
券
会
社
の
行
為
規
制
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
六
十
号
）

○

改

正

案

現

行

（
適
用
除
外
行
為
）

（
適
用
除
外
行
為
）

第
一
条

証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

第
一
条

証
券
取
引
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と

う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も

は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

の
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

顧
客
か
ら
売
買
の
別
、
銘
柄
及
び
数
に
つ
い
て
同
意
を
得
た
上
で
、
価
格

二

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

に
つ
い
て
は
、
当
該
同
意
の
時
点
に
お
け
る
相
場
（
当
該
同
意
の
時
点
に
お

第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
で
あ
る
顧
客
か
ら
売
買
の
別

け
る
相
場
が
な
い
場
合
に
は
当
該
同
意
の
直
近
の
時
点
に
お
け
る
相
場
と
す

、
銘
柄
及
び
数
に
つ
い
て
同
意
を
得
た
上
で
、
価
格
に
つ
い
て
は
時
差
を
考

る
。
）
を
考
慮
し
て
適
切
な
幅
を
持
た
せ
た
同
意
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定

慮
し
て
必
要
な
幅
を
持
た
せ
た
同
意
の
範
囲
内
で
証
券
会
社
が
定
め
る
こ
と

同
意
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
で
証
券
会
社
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

三

顧
客
か
ら
売
買
の
別
、
銘
柄
、
個
別
の
取
引
の
総
額
及
び
数
又
は
価
格
の

三

顧
客
か
ら
売
買
の
別
、
銘
柄
、
個
別
の
取
引
の
総
額
及
び
数
又
は
価
格
の

一
方
に
つ
い
て
同
意
（
価
格
に
つ
い
て
は
特
定
同
意
を
含
む
。
）
を
得
た
上

一
方
に
つ
い
て
同
意
を
得
た
上
で
、
他
方
に
つ
い
て
は
証
券
会
社
が
定
め
る

で
、
他
方
に
つ
い
て
は
証
券
会
社
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（別紙２）



金
融
機
関
の
証
券
業
務
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
三
十
五
号
）

○

改

正

案

現

行

（
適
用
除
外
行
為
）

（
適
用
除
外
行
為
）

第
十
八
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
し
、
令
第
十
七
条
の
四

第
十
八
条

法
第
六
十
五
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
し
、
令
第
十
七
条
の
四

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
行
為

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

顧
客
か
ら
売
買
の
別
、
銘
柄
及
び
数
に
つ
い
て
同
意
を
得
た
上
で
、
価
格

二

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）

に
つ
い
て
は
、
当
該
同
意
の
時
点
に
お
け
る
相
場
（
当
該
同
意
の
時
点
に
お

第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者
で
あ
る
顧
客
か
ら
売
買
の
別

け
る
相
場
が
な
い
場
合
に
は
当
該
同
意
の
直
近
の
時
点
に
お
け
る
相
場
と
す

、
銘
柄
及
び
数
に
つ
い
て
同
意
を
得
た
上
で
、
価
格
に
つ
い
て
は
時
差
を
考

る
。
）
を
考
慮
し
て
適
切
な
幅
を
持
た
せ
た
同
意
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定

慮
し
て
必
要
な
幅
を
持
た
せ
た
同
意
の
範
囲
内
で
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る

同
意
」
と
い
う
。
）
の
範
囲
内
で
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

三

顧
客
か
ら
売
買
の
別
、
銘
柄
、
個
別
の
取
引
の
総
額
及
び
数
又
は
価
格
の

三

顧
客
か
ら
売
買
の
別
、
銘
柄
、
個
別
の
取
引
の
総
額
及
び
数
又
は
価
格
の

一
方
に
つ
い
て
同
意
（
価
格
に
つ
い
て
は
特
定
同
意
を
含
む
。
）
を
得
た
上

一
方
に
つ
い
て
同
意
を
得
た
上
で
、
他
方
に
つ
い
て
は
登
録
金
融
機
関
が
定

で
、
他
方
に
つ
い
て
は
登
録
金
融
機
関
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内

め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

容
と
す
る
契
約
を
締
結
す
る
行
為

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）


